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　施設サービスの居住費と食費は、所得の低い方に
対しては自己負担の上限額が設けられており、これ
を超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、
介護保険から施設等に支払われることで負担が軽減
されています。
　その対象者となる条件が変更されます。

【変更点】
●住民票上世帯が異なる（世帯分離している）場

合の配偶者の所得も判断材料とします。
●預貯金等が単身１千万円以下、夫婦２千万円以

下であることが要件に加わります。
●非課税年金（遺族年金、障害年金）を収入とし

て算定します。（平成 28 年８月から）

　同じ月の介護サービスの利用者負担（１割また
は２割）の合計が高額になり、決められた限度額
を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」
として後から給付され負担が軽減されています。
　医療保険制度における現役並み所得者に相当す
る方は、高額介護サービス費の自己負担の限度額
が１カ月当たり 37,200 円から 44,400 円に引き上
げられます。その他の限度額に変更はありません。

所得区分
利用者負担上限額（１カ月当たり）

H27年７月まで H27年８月から

現役並み所得者相当の方※ ー ４万4,400円

市民税課税世帯の方 ３万7,200円 ３万7,200円

世帯全員が市民税非課税 ２万4,600円 ２万4,600円

●老齢福祉年金受給者
●合計所得金額および
課税年金収入額の合計
が 80 万円以下の方

２万 4,600 円
（世帯）

１万 5,000 円
（個人）

２万 4,600 円
（世帯）

１万 5,000 円
（個人）

生活保護の受給者の方等 １万5,000円 １万5,000円

※同一世帯に 65 歳以上（第１号被保険者）で課税所得 145 万
円以上の方がいる方。ただし単身世帯で収入が 383 万円未満、
65 歳以上の方が２人以上の世帯で収入の合計が 520 万円未
満の場合は「市民税課税世帯の方」と同様の限度額となります。

問合せ先　介護保険課　☎22－8180

一定所得以上の方は介護サービス
利用料の自己負担が２割に

　65 歳以上（第１号被保険者）で一定所得以上の
方は、介護保険サービス利用料の自己負担が２割
になります。

【２割負担となる方】
　本人の合計所得金額 160 万円以上の方。ただし、
年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で
280 万円未満、65 歳以上（第１号被保険者）の方
が２人以上いる世帯で 346 万円未満の方は１割負
担のままとなります。

■負担割合証
　要介護認定を受けた方に、利用時
の負担割合を示す証明書を発行しま
す。介護保険証とともに介護保険の
サービスを利用するときに必要にな
ります。
有効期間：１年間
　　　（８月１日～翌年７月 31 日）

平成27年８月から

「特定入所者介護サービス費」の
支給条件を変更

平成27年８月から

介護老人福祉施設の新規入所者を
原則、要介護３以上に
　介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）に新
規に入所できるのは、原則として、要介護３以上
の方になります。現在、既に入所している方には
適用されません。
※要介護１・２の方も一定の要件を満たせば、入
　所が認められることがあります。

平成27年４月から

高額介護サービス費の
上限額を引き上げ

平成27年８月から

介護保険制度が変わります
平成27年４月以降の介護保険制度の主な変更点をお知らせします。
制度改正にご理解とご協力をお願いします。

 介 護 保 険 負 担 割 合 証 　 
交付年月日　　  　年　　月　　日

被  

保  

険  

者

番　号

住　所
フリガナ

氏　名

生年月日 性
別 男・女

利用者負担
の割合

　　　割 開始年月日　平成　　年　　月　　日
終了年月日　平成　　年　　月　　日

　　　割 開始年月日　平成　　年　　月　　日
終了年月日　平成　　年　　月　　日

保健証番号並
びに保険者の
名称及び印 ○○市町村

○
○

市
町
村

負担割合（１割または２割）
が記載されます。
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問合せ先　地域福祉課　☎22－8176

お弁当

食品

工芸

パン・
クッキー等

さおり織り製品、
縫製品各種等

清掃業務、除草
作業、チラシ封
入作業等

受託作業

受注可能な物品や
サービス等


